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１． はじめに

国土交通省北海道開発局では，北海道における

河川，道路，港湾・空港，農業，漁港等の整備，

官庁営繕等の社会資本整備を総合的・一体的に実

施しており，出先機関として道内各地域に１１の開

発建設部を置き，地域に密着した開発行政を推進

しています。その中で，北海道開発局では，年間

約２，１００件の工事を発注しており，工事事故の発

生防止のため，発注者として各工事現場における

安全管理体制の充実を図るとともに，安全対策の

取り組みに従前から努めてきました。

北海道における平成１９年の労働災害の発生状況

は，全産業では休業者数（休業４日以上）が７，３７２

人，死亡者数が９０人でした。そのうち建設業関係

は，休業者数１，０６７人，死亡者数２６人となってお

り，それぞれ全産業の約１５％および約２９％を占め

ています（北海道労働局調べ）。

北海道開発局における工事事故発生件数は，平

成１５年から平成１７年までは増加傾向にありました

が，平成１８年に前年比で５件減となり，平成１９年

はさらに２８件減と前年を大幅に下回りました。し

かし，依然として地下埋設物や架空線等に接触し

損傷させる物損公衆災害が，事故全体の約半数を

占めている状況にあります。

今回，北海道開発局管内の工事事故発生状況お

よび事故防止に向けた安全の取り組みを紹介し，

今後の工事事故発生防止の一助になればと考えて

います。

２． 工事事故発生状況

北海道開発局における平成１９年の工事事故発生

件数は５０件，死亡者数２人，負傷者数２４人となっ

ており，前年比で発生件数は２８件減，死亡者数は

１人減，負傷者数は２９人減となっています。

月別発生件数を見ますと，例年，工事稼働件数

が少なくなるにもかかわらず，積雪や気温の低下

等の安全に対する条件が悪化することもあり，冬

期における発生件数が多くなっており，平成１９年

は１～３月と１１～１２月の５カ月間で２４件の事故が

発生しており，年間の約半数を占めています。

事故分類別では，平成１９年の傾向としては，例

年と同様に物損公衆災害が工事事故発生件数全体

の約４４％と大きな割合を占めるものの，発生件数

としては，平成１８年の３６件から２２件へと減少して

おり，特に架空線接触等による事故が２５件から９

件へと激減しています。また，建設機械や取り扱

い・運搬を原因とした事故も減少しており，その

他の分類についてもおおむね横這いから減少傾向

にあります。

なお，上記集計に含まれない休業４日未満の事

故や軽微な物損事故・もらい事故・交通事故等の
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図―１ 工事事故発生件数の推移（もらい事故を除く）

図―２ 月別工事事故発生件数の推移

図―３ 平成１９年月別工事事故発生状況

図―４ 事故分類別工事事故発生件数の推移
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発生件数は２１１件で，中でも交通事故が１２３件と約

半数を占めています。工事が直接の原因とならな

い事故もありますが，看過することのできない状

況となっています。

３． 工事事故防止に向けた取り組み

【ライフライン事故防止対策】

地下埋設物および架空線等の損傷によるライフ

ライン事故は，平成１５年には６件と全体の１２％程

度でしたが，平成１６年には件数が１９件と急増し，

工事事故全体に占める割合が約３０％となりまし

た。

これらの事故の多くが事前の確認不足，認識不

足に起因していると考えられ，地下埋設物および

架空線におけるライフライン事故防止に対する意

識を高めることにより，ライフライン事故ゼロを

目指すことを目的として，「ライフライン事故防

止の手引き（案）」を平成１７年５月に策定し，受

発注者へ周知しました。

手引きの主な内容は，発注者の対策としては，

発注前の現場把握や施工計画書のチェック，現場

立ち会いの徹底，受注者の対策としては，施工計

画書の充実や現場立ち会いの徹底が挙げられてい

ます。

平成１９年については，ライフライン事故の発生

件数は減少しましたが，依然として事故全体の中

では大きな割合を占めていることから，今後も引

き続き受発注者への周知の徹底を図り，撲滅に向

けて取り組んでいきたいと考えております。

なお，「ライフライン事故防止の手引き（案）」

については，北海道開発局のホームページ（http :

//www.hkd.mlit.go.jp/）の「入札・契 約，仕 様

書等」＞「工事の施工」の中に掲載していますの

で，ライフライン事故防止の一助となればと考え

ています。

４． おわりに

北海道開発局においては，物損公衆災害事故で

ある地下埋設物や架空線への接触といったものが

平成１６年から増加傾向となり，工事事故全体の中

でも約半数と大きな割合を占めるようになったこ

とから事故防止の手引きを作成しましたが，その

成果もあって平成１９年には架空線の接触事故が激

減したことによりライフライン事故の発生件数は

減少となりました。しかしながら依然として事故

全体に占める割合は約半数となっています。ま

た，労働災害事故についても減少傾向にあり，死

亡事故も減少してはいますが，建設機械や墜落を

要因とする事故は少なからず起きています。

北海道開発局としては，工事事故発生が減少傾

向であることに気を緩めず，引き続き受注者とも

協力し，ソフトおよびハード面の対策を絡めなが

ら，これらの事故の再発防止に向けて取り組んで

いきたいと考えています。

図―５ 平成１９年事故分類別工事事故発生状況
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図―６ ライフライン事故防止チェックリスト（手引きより抜粋）
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